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【別紙】 具体的な取組の推進 

〇脆弱性評価を踏まえ、「起きてはならない最悪の事態」を回避するための具体的な施策の 

取組方針を以下に示します。 

 

（基本目標） 

１．直接死を最大限防ぐ 

（起きてはならない最悪の事態） 

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的大規模倒壊や住宅密集地における大規模 

火災よる多数の死傷者の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①町有建築物の耐震化【施設担当課】 

取 

組 

・地震発生時に、重要な役割を果たす町有建築物の被害を軽減し、住民・利用者

の安全と業務の継続性を確保するため、「忠岡町耐震改修促進計画」等に基づき、

構造、耐震診断状況等を総合的に評価し、財政状況を踏まえ、効率的な耐震化

を推進する。 

現 状 目 標 

【平成 27年 10月現在推計】 

〇耐震診断未実施 41棟（町営住宅含む） 

〇耐震診断実施済みで耐震性不足で未改修 

 4棟 

【令和 2年 9月現在】 

〇耐震診断未実施 2棟（青少年センター、

老人いこいの家） 

〇耐震診断実施済みで耐震性不足で未改修 

26棟（東忠岡幼稚園、東忠岡保育所、町

営住宅 24戸） 

〇耐震診断の実施については、災害時に果 

たすべき役割などを考慮して優先順位の 

考え方を整理し、計画的に推進する。 

〇耐震診断を実施した建築物のうち、改修 

が必要と判定された建築物については、 

診断結果、改修費用に対する諸条件を勘 

案して耐震改修の実施に努める。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

大阪府耐震改修促進計画 

忠岡町耐震改修促進計画 

忠岡町公共施設等総合管理計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 
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②民間住宅・建築物の耐震化の促進及びブロック塀等の撤去の促進【建設課・自治政策 

課】 

取 

組 

・地震発生時に、民間住宅・建築物の被害等を軽減するため、「忠岡町耐震改修促 

進計画」「忠岡町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」等に基づき、着実 

な耐震化の促進のため、耐震化の必要性や支援制度などを住民、建物所有者の 

方に理解していただく取組として、引き続き広報や戸別訪問を行い、住民、建

物所有者への直接的な普及啓発活動を実施するとともに、住宅、建築物の所有

者が行う耐震化の取組を出来る限り支援する。 

・道路に面する倒壊のおそれのある危険なブロック塀等の撤去の促進に努める。 

現 状 目 標 

【平成 27年 10月現在推計】 

〇町内住宅総数約 6,700戸のうち、耐震性 

を満たす住宅が約 5,300戸（79％） 

〇耐震性が不十分な住宅約 1,400戸（18％） 

〇耐震化率を「大阪府耐震改修計画」に基 

づき、現況 79％に対し、令和 7年度に 

95％とすることを目標としている。 

【補助金】 

〇昭和 56年以前に建築された住宅の「耐 

震診断」「耐震設計・耐震改修」に対し、 

一定の補助を行っている。 

〇町内に多数存在する、地震発生時に道路 

に面した倒壊のおそれのある危険なブロ 

ック塀等の撤去に対し、一定の補助を行 

っている。 

〇本町に存在する耐震性が不十分な木造住 

宅の耐震化を推進するため、耐震診断補 

助件数を年間 10件、また、耐震設計・耐 

震改修補助件数を、年間５件を目標とす

る。 

〇本町に存在する危険なブロック塀等の撤 

去に対する補助を、年間 20件を目標とす

る。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

大阪府耐震改修計画 

忠岡町耐震改修促進計画 

忠岡町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

③家具等の転落・転倒防止策の周知啓発【自治政策課・高齢介護課】 

取 

組 

・地震発生時の家庭内での安全対策として、家具等の転倒防止対策の普及啓発を 

引き続き行う。 

現 状 目 標 
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〇地震発生時における家具等の転倒による

被害の軽減を図るため、広報等において、

転倒防止対策の普及啓発を行っている。 

〇65歳以上の一人暮らし高齢者世帯、要介

護３以上の高齢者のいる世帯や重度の障

がいがある方の世帯に対し、転倒防止器

具の取付け支援を行っている。 

〇今後も広報等において、転倒防止対策の 

普及啓発を行うとともに、取付け支援事 

業も継続して実施する。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

 

④空き家対策の促進【建設課・消防本部・生活環境課】 

取 

組 

・「忠岡町空家等対策計画」に基づき、災害時の被害を軽減するため、空き家の所 

有者に適正な管理が行えるよう啓発を行うとともに、空家等の利活用について、 

民間団体・事業者等をはじめ、地域の専門家と連携した相談体制を構築する。 

現 状 目 標 

〇空家の現状等を把握するため、平成 28年

度に新浜地区を除く町内全域において空

家実態調査を実施した結果、空家総数 122

棟、うち過半数が戸建住宅、約 3 割が長

屋住宅・共同住宅の賃貸住宅であった。 

〇上記空家のうち、倒壊、火災の危険性等、 

地域住民の生活環境、また、防災上悪影 

響を与えるおそれがある管理不全な空家 

の持ち主等に対して、文書で勧告等を実 

施している。 

〇所有者等に対し、空家等の適正な管理や 

利活用に関する有益な情報を提供し、今 

後も引き続き意識啓発を行う。 

〇空家等に係る問題は、多岐にわたるため、 

所有者等からの空家等の利活用や維持管 

理、除去等の相談に対応するため、民間 

団体・事業者等をはじめ、地域の専門家 

と連携した相談体制を構築する。 

〇倒壊、火災の危険性等、地域住民の生活 

環境に悪影響を与えるおそれがある管理 

不全な空家に対して、今後も引き続き、

対策の検討を行う。 

関連計画 忠岡町空家等対策計画 

 

⑤常備消防力（消火・救急・救助）等の向上【消防本部】 

取 

組 

・消防吏員、救急救命士の計画的な養成等により消火、救急、救助体制の充実を

図るとともに、地震等の大規模災害による被害を軽減するため、府内消防本部

や関係機関との連携強化を図り、消防力の向上に取組む。 

現 状 目 標 
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〇消防吏員、救急救命士の計画的な養成等

により、消火、救急、救助体制の充実に努

めている。 

〇常備消防力の更なる充実を図るため、本

町と岸和田市との消防指令業務の共同運

用を開始に向けて取組んでいる。 

〇今後も引き続き消防吏員、救急救命士の

計画的な養成等により常備消防力の充実

を図る。 

〇岸和田市との消防指令業務の共同運用を 

令和 3年 4月 1日に開始する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑥消防団資器材の充実及び活動強化【消防本部】 

取 

組 

・消防団の資器材の充実や、団員の研修・訓練を引き続き実施し、地域防災リー

ダーとしての団員の資質向上を図る。 

現 状 目 標 

〇団員の様々な訓練のほか、火災予防や住 

民に対する防火指導などを行っている。 

〇阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ 

とする常備消防力をはるかに超える大規 

模な自然災害がおこり、また、南海トラ 

フ大地震の発生も予測される中、地域防 

災のリーダーとなるための団員の研修・ 

訓練を引き続き実施する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑦地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援【自治政策課・消防本部】 

取 

組 

・各地区自主防災組織における、定期的な防災訓練の勧奨を引き続き実施すると 

ともに、防災・減災に関する活動リーダーの育成や防火講習会等を実施し、地 

域防災力の強化を図る。 

現 状 目 標 

〇自主防災組織の災害時における行動力の 

向上を図るため、町防災訓練への参加を 

はじめ、防火講習会では初期消火訓練等

の実施について指導を行っている。 

〇地域における自主的な「共助」による防 

災活動を支援するため、今後も引き続き、 

実践的な防災訓練・防火講習会・避難所 

運営訓練等の支援に努める。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町避難所運営マニュアル 
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⑧避難行動要支援者の支援体制整備【自治政策課・高齢介護課・地域福祉課】 

取 

組 

・「忠岡町災害時避難行動要支援者支援プラン」に基づき、避難行動要支援者に対

する情報伝達体制や避難支援・安否確認体制の整備の支援を図る。 

現 状 目 標 

【令和 2年 1月現在】 

〇避難行動要支援者（登録者）607人 

〇避難行動要支援者名簿作成済 

〇避難行動要支援者支援プラン個別計画作 

成者 40％（242人） 

〇要支援者に対する情報伝達体制や避難支 

援・安否確認体制整備のため、地域での 

協力体制により、個別計画作成率の向上 

を目指す。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

忠岡町災害時避難行動要支援者支援プラン 

忠岡町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

忠岡町障がい者計画 

 

⑨被災民間住宅・宅地の危険度判定体制の整備【建設課・税務課・自治政策課】 

取 

組 

・地震発生時に、余震等による被災建築物や宅地における二次災害を防止するた 

め、大阪府と連携し、判定体制の充実を図る。 

現 状 目 標 

〇町において、被害状況を大阪府に報告す 

るとともに、対象とする建築物、区域等 

を定めて大阪府に被災建築物応急危険度 

判定士の派遣を要請することとしてい 

る。 

〇今後も大阪府との連携に加え、町職員に 

よる被災建築物応急危険度判定士登録者 

及び被災宅地危険度判定士登録者の確保 

に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑩建築物の不燃化の促進【建設課】 

取 

組 

・地震発生時に、大火の危険性がある市街地では、建築物に最低限の防火性能を

確保するため、準防火地域の指定による規制誘導等に努める。 

現 状 目 標 

〇本町においては、木造住宅が密集し、道 

路も狭く地震や火災による被害拡大が懸 

念される地区も多く残っていることか

ら、準防火地域に指定する区域を府道大

阪臨海線より東側の町域全体に拡大し

〇今後も都市の不燃化を促進し、災害に強 

いまちづくりを目指す。 
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た。（令和 2年 1月 1日施行） 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

⑪東忠岡幼稚園、東忠岡保育所の耐震化【教育みらい課】 

取 

組 

・東忠岡幼稚園、東忠岡保育所ともに建築後 40年以上が経過し、耐震不足である

ため、子どもたちが安全で安心して利用できるよう耐震化を進める。 

現 状 目 標 

〇東忠岡幼稚園、東忠岡保育所ともに建築 

後 40年が経過しており、耐震性不足で未

改修である。 

〇幼稚園の園児数は年々減少しているが、

保育所の園児数は横ばいとなっている。

また、保育士不足のため、待機児童が発

生している。 

〇今後の児童数の推移や核家族化の進行、

共働き家庭の増加等、多様化する教育・

保育ニーズに柔軟に対応しつつ、将来に

わたっても待機児童が発生することのな

いよう、機能面や入所予定を考慮し、幼

稚園と保育所を一体化した、子どもたち

が安全で安心して利用できる災害に強い

施設としての「東忠岡地区認定こども園」

を整備する。 

〇また、子育てに関する悩みを抱える家庭 

が増えていることから、様々な形で地域 

と連携した取組を進めていく必要がある

ことから、認定こども園に「子育て支援

センター」を併設し、子育て支援の拠点

となる施設として整備する。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

⑫町営住宅の耐震化及び適正管理【建設課】 

取 

組 

・地震発生時に、建物の被害を軽減し、入居者の生命を守り、安全を確保するた 

め、耐震化及び適正管理に取組む。 

現 状 目 標 

〇町営住宅現況（令和 2年 9月現在） 

 ・入居 24戸、空家 17戸 

〇現地調査及び耐震診断を実施（平成 27年

～平成 30年） 

 ・24戸すべてにおいて、耐震性不足 

〇入居者 24戸について、耐震改修の実施に

努める。 

〇空家については、倒壊、火災の危険等、地 

域住民の生活に悪影響を及ぼさないよ

う、年次計画で解体撤去を実施する。 
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令和元年度：2戸解体済 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑬町内集会所の耐震化及び長寿命化【自治政策課】 

取 

組 

・地震発生時に、建物の被害を軽減し、利用者の生命を守り、安全を確保するた 

め、耐震化及び長寿命化に取組む。 

現 状 目 標 

〇町内集会所現況 

 ・町内集会所 9カ所すべてにおいて、昭 

和 56年以降に建築されているため、耐

震性を満たしている。 

〇今後も、各集会所の長寿命化について、 

指定管理者である各地区自治振興協議会 

に対し、国・府・町の補助金を充当する。 

 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑭防災空間の整備【建設課・健康こども課・生涯学習課】 

取 

組 

・災害時における避難場所や救援活動の拠点となる公園に、防災公園としての機 

能を持たすため、災害用の備蓄倉庫やマンホールトイレ等の設置に努める。 

現 状 目 標 

 

― 

 

〇災害時における避難場所や救援活動の拠 

点となる公園に、災害用の備蓄倉庫やマ 

ンホールトイレ等を設置するなど、防災 

機能の充実に努める。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

１－２ 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①防潮堤の津波浸水対策【自治政策課・建設課】 

取 

組 
・地震発生に伴う防潮堤の液状化対策について、大阪府と連携を図り取組む。 

現 状 目 標 

― 
〇府においては、液状化の防潮堤対策に関

するハード対策を行っており、本町にお
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いては、ハザードマップの周知や防災意

識の啓発といったソフト対策の推進に努

める。 

関連計画 ― 

 

②水門等の点検、整備の推進【消防本部・自治政策課・建設課】 

取 

組 

・防潮堤門扉（水門、陸閘等）の点検、整備については、毎月行っている。 

・南海トラフ巨大地震による津波の到達が予想される中、現場操作員の安全を確 

保するため、大阪府と連携し、操作、避難ルールの検証を行う。 

現 状 目 標 

〇本町の臨海部には大阪府が管理し、本町 

が非常時に操作する門扉が 4カ所ある。 

〇台風、高潮、津波等による浸水予防時に 

これら施設が円滑に操作できるよう、点 

検、整備に努めている。 

〇また、大阪府、本町、本町消防本部合同の 

操作訓練も年 1回実施している。 

〇今後も引き続き点検、整備、操作訓練を 

実施するとともに、現場操作員の安全を 

確保するため、大阪府と連携し、操作、避 

難ルールの検証を行う。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

③的確な避難勧告等の判断・伝達【自治政策課・人権広報課】 

取 

組 

・本町の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル（大雨災害編）」により、避難勧告 

等に関する情報を的確に住民等へと伝わるよう努める。 

現 状 目 標 

〇忠岡町内で大雨に起因して発生する浸水 

災害や河川の氾濫災害が発生するおそれ 

が予測された時の具体的な避難勧告等の 

発令基準を定めた「避難勧告等の判断・ 

伝達マニュアル（大雨災害編）」を策定し 

ている。 

〇避難勧告等に関する情報が的確に住民等 

へと伝わるよう、今後も引き続き、最新 

の知見に基づき、改訂を行う。 

〇また、避難勧告等に関する情報が的確に 

迅速に住民等へと伝わるよう、防災情報 

サービスの充実に努める。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

避難勧告等の判断・伝達マニュアル（大雨災害編） 
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④防災ガイドマップの改訂・活用【自治政策課】 

取 

組 
・防災ガイドマップを災害に関する最新知見などを踏まえ適宜見直しを行う。 

現 状 目 標 

〇住民の防災意識の向上と、地震、津波、風 

水害等発生時の的確な避難行動につなが 

るよう「忠岡町防災ガイドマップ」を作 

成し、全戸配布を行った。 

（平成 26年 3月） 

〇災害に関する最新知見に基づき、適宜見 

直しを行う。 

〇外国人のための多言語防災マップの作成 

を検討する。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町防災ガイドマップ 

 

⑤地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援【自治政策課・消防本部】（内容は１

－１⑦に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

１－３ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の 

発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①下水道（雨水）施設の長寿命化及び雨水管整備の推進【下水道課】 

取 

組 

・安定した雨水排除機能を確保するため、雨水ポンプ場の長寿命化対策を引き続

き実施するとともに、津波や近年勃発するゲリラ豪雨や台風での浸水被害によ

るの機能不全を防ぐため、耐水化対策、耐津波等の浸水対策を実施する。 

・未整備地域の雨水管整備を引き続き実施する。 

現 状 目 標 

〇「雨水ポンプ場長寿命化計画」に基づき

ポンプ場の長寿命化工事を実施している 

〇津波や近年勃発するゲリラ豪雨や台風で

の浸水被害による雨水ポンプ場の機能不

全を防ぐため、耐水化対策を含む「耐津

波等診断業務」を実施している。 

〇年次計画に基づき、雨水管整備を実施し

ている。 

〇「忠岡町下水道ストックマネジメント計

画」に基づき、長寿命化対策を実施する。 

〇「耐津波等診断業務」結果に基づき、耐水

化対策工事を実施する。 

〇今後も引き続き、年次計画に基づき、雨

水管整備を実施する。 

 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町公共下水道事業計画 
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忠岡町雨水ポンプ場長寿命化計画 

忠岡町下水道ストックマネジメント計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

②河川の氾濫による水害予防対策の促進【建設課・自治政策課・下水道課】 

取 

組 

・町域を流れる大津川、牛滝川、槇尾川の堤防の決壊や溢水による浸水被害の防 

止に努める。 

・大津川、牛滝川の増水による逆流防止対策を実施する。 

現 状 目 標 

〇河川の堤防等の損傷による決壊を防止す 

るため、毎年、出水期前の 1 月に、大阪

府と本町合同による、河川巡視パトロー

ルを実施している。 

〇大津川、牛滝川、槇尾川の 3河川の堆積 

土砂等の浚渫について、大阪府に要望を 

続けてきた結果、平成 28年度から令和元

年度にかけて大阪府が実施した。 

〇大津川、牛滝川に設置されている樋門の

点検を実施している。 

〇河川巡視を引き続き実施するとともに、3

河川の浚渫が完了してから数年が経過 

し、毎年の大雨等で再び土砂が堆積して 

いる箇所もあることから、今後も引き続 

き大阪府と連携を図り、対策に努める。 

〇大津川、牛滝川の増水による逆流を防止

するため、樋門の開閉基準と被害規模を

検討する。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

③ため池の防災・減災対策の推進【産業振興課】 

取 

組 

・ため池の決壊等による浸水被害を防止するため、本町のため池である「前々池」 

の防災、減災対策を進める。 

現 状 目 標 

〇ため池の決壊等による浸水被害を防止す 

るため、大阪府と連携しため池の改修・ 

補強を進めることとしている。 

 

〇ため池の決壊等による浸水被害を防止す 

るため、本町のため池である「前々池」の 

改修・補強による老朽化対策を進めると 

ともに、ハザードマップの作成に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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（基本目標） 

２．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・ 

避難生活環境を確実に確保する 

（起きてはならない最悪の事態） 

２－１ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資供給・エネルギー 

供給の長期停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】 

取 

組 

・防災活動を支えるため、国、府とともに大阪府が選定している広域緊急交通路 

の整備を推進するとともに、町が選定する地域緊急交通路の災害時の通行機能 

の確保を図るための整備を行う。 

現 状 目 標 

〇広域緊急交通路（大阪府選定） 

 ・国道 26号、大阪臨海線 

〇地域緊急交通路（町選定） 

 ・広域緊急交通路と災害用臨時ヘリポー 

ト、忠岡町災害医療センター、災害医療 

協力病院、避難所などを連絡する道路。 

〇災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施 

するため、平常時からその安全性を十分 

に監視・点検を行うとともに、緊急輸送 

ネットワークを確保するため、国・府と 

ともに緊急交通路の効率的な整備に努め 

る。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

②迅速な道路啓開の実施【建設課】 

取 

組 

・災害発生時の人命救助や支援物資搬入等を円滑に行えるよう、迅速な道路啓開 

による通行機能の確保に向け、各道路管理者や民間事業者との協力体制の確立 

を図る。 

現 状 目 標 

〇忠岡町建設業協会と災害時における重機 

等の貸出し及び人員の派遣について定め 

た「災害時における応援に関する協定」 

を締結している。（令和元年 6月） 

〇災害発生時の道路上の倒壊障害物の除去 

や移動等を迅速に行い、人命救助や支援 

物資搬入等を円滑に行えるよう、各道路 

管理者や民間事業者の協力を得て実施で 

きる体制を確立する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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③医薬品、医療用資器材及び医療救護人材の確保体制の整備【健康こども課】 

取 

組 

・災害発生時に必要となる医薬品等及び医療救護人材の早期確保につながるよ

う、各医師会との連携強化を図るとともに協定の締結に努める。 

現 状 目 標 

〇高石忠岡地区歯科医師会及び泉大津薬剤 

師会と災害時における医療救護活動の協 

力要請や医薬品等の供給に関する「災害 

時における医療救護活動に関する協定」 

を締結している。（令和元年 12月） 

〇今後は早急に、泉大津市医師会との協定 

の締結に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

④食糧や燃料等の備蓄及び集配体制の充実【自治政策課】 

取 

組 

・住民に災害発生後 3日分の非常用食料の備蓄を啓発するとともに、被災者支援 

に資するよう大阪府が策定した「大規模災害時における救援物資に関する今後 

の整備方針」に基づき、必要備蓄量の目標設定と備蓄品の充実に努める。 

現 状 目 標 

〇食料等の備蓄量（令和 2年 6月 1日現在） 

 ・ご飯類 9,620食（充足率 96.2％） 

 ・水 2,088本 

 ・毛布 1,350枚 

 ・その他 おむつ、実用品等 

〇燃料等の確保 

 ・一般社団法人大阪府ＬＰガス協会岸和 

  田支部と、災害時におけるＬＰガス等 

の供給に関する協力要請について定め 

た「災害時におけるＬＰガス等の供給 

協力に関する協定」を締結している。 

（平成 27年 12月） 

〇集配体制の確保 

・赤帽大阪府軽自動車運送協同組合と、

災害時における緊急輸送体制を確保す 

るため、「災害時における物資の自動車 

輸送に関する協定」を締結している。 

（平成 26年 8月） 

〇今後も引き続き、住民に対する食料等の 

備蓄を啓発するとともに、大阪府が示す 

備蓄目標量の段階的な確保に努める。 

〇ガソリンや灯油等の燃料の確保に向け、 

関係団体との協定の締結を検討する。 

〇避難所における新型コロナウィルス感染 

 症防止対策に係る物資の調達に努める。 
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関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑤物資支援に係る協定の充実【自治政策課】 

取 

組 
・物資支援に係る協定の拡充を図る。 

現 状 目 標 

〇大阪いずみ市民生活協同組合、株式会社 

ライフコーポレーション、いずみの農業 

協同組合と多様な方法による物資の調

達・確保手段を確立するため、「災害時に

おける食料等物資の供給協力に関する協

定」を締結している。（平成 24 年５月、

平成 27年１月、平成 29年 12月） 

〇今後も、各種団体との協定締結の拡充に 

努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑥水道の早期復旧及び飲料水の確保【自治政策課】 

取 

組 
・大阪広域水道企業団と連携を図り、水道の早期復旧及び飲料水の確保に努める。 

現 状 目 標 

〇水道の早期復旧 

 ・地震発生後に損傷した管路等の早期復 

旧をはかるため、災害時には大阪広域 

水道企業団との連携強化を図ることと 

している。 

〇飲料水の確保 

 ・災害発生時には、大阪広域水道企業団 

と連携をはかり、飲料水の確保に努め 

ることとしている。 

〇今後も災害発生時には、水道の早期復旧、 

また、飲料水の確保等について、大阪広 

域水道企業団との連携を図る。 

 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑦生活用水の確保【自治政策課】 

取 

組 

・災害発生時に生活用水の確保を図るため、大阪府和泉保健所と連携し、家庭用 

井戸や企業の自家用水道などを災害時協力井戸としての登録をしてもらうよ
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う、啓発を進める。 

現 状 目 標 

― 

〇災害発生時に生活用水の確保を図るた 

め、和泉保健所と連携し、家庭用井戸や 

企業の自家用水道などを災害時協力井戸 

としての登録をしてもらうよう、町広報、 

ホームページ等で啓発を進める。 

関連計画 ― 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

２－２ 警察、消防等の被災等による救助・救急活動の絶対的不足 

（具体的な施策の取組方針） 

①大規模災害時における自衛隊等の連携強化による受援力の向上【自治政策課・消防本 

部】 

取 

組 

・自衛隊、消防、警察等の支援部隊が支援活動を円滑に行えるよう、支援活動拠 

点となる候補地を選定する。 

・自衛隊、警察、消防等との合同訓練が実施できるよう努める。 

・自衛隊、警察等の支援活動に要するヘリコプターの誤着陸を防止するための対 

策を講じる必要がある。 

現 状 目 標 

〇町防災訓練において、自衛隊、泉大津警 

察に参加いただき、自衛隊においては炊 

き出し訓練を、警察においては避難訓練 

を実施いただいている。 

〇着陸場所である町民グラウンド内の青少 

年センター屋上にヘリサインを整備して 

いる。 

〇今後においては、自衛隊、警察等の派遣 

部隊の集結及び活動場所の候補地の選定 

に努める。 

〇今後は、もう二つの着陸場所である町民 

第 2 運動場及び大津川河川公園で、災害

発生時に誤着陸が起きないよう対策を検

討する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②常備消防力（消火・救急・救助）等の向上【消防本部】（内容は１－１⑤に記載） 

 

③消防団資器材の充実及び活動強化【消防本部】（内容は１－１⑥に記載） 
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④地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援【自治政策課・消防本部】（内容は１

－１⑦に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

２－３ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート・エネルギー供給の途 

絶による医療機関の麻痺 

（具体的な施策の取組方針） 

①医薬品、医療用資器材及び医療救護人材の確保体制の整備【健康こども課】（内容は２

－１③に記載） 

 

②広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

③迅速な道路啓開の実施【建設課】（内容は２－１②に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

２－４ 被災地における疫病・感染症の大規模発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①被災地域の感染症予防等の防疫活動の実施【健康こども課・自治政策課】 

取 

組 

・大阪府和泉保健所等との連携を図り、被災地域の防疫活動ができるような体制 

づくり及び関連資器材の充実に努める。 

現 状 目 標 

〇現在、国の「感染症の予防及び感染症の 

患者に対する医療に関する法律」及び「災 

害防疫実施要項」に基づき、保健所と緊 

密な連携をとりながら、防疫活動を実施 

することとなっている。 

〇災害発生後に、被災地域における感染症 

の拡大を抑えるため、感染症の発生状況 

及び動向調査の実施や必要と認めたとき 

は健康診断の勧告を行う等、迅速かつ的 

確に防疫活動や保健活動を行うことがで 

きるよう、和泉保健所と連携を図り、具 

体的な防疫活動体制及び関連資器材の充 

実に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②避難所における疾病予防及び感染症予防【健康こども課・自治政策課】 

取 

組 

・避難所における疫病・感染症の発生・まん延を防止するため、衛生・防疫体制 

の確立・強化を示した内容の「避難所運営マニュアル」を策定する。 
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現 状 目 標 

〇本町自主防災組織等、地域の方が円滑な 

避難所運営を行うために必要となる実践 

的なマニュアル作りを支援するため、避 

難所運営の基本的な事項について方向性 

をまとめた「忠岡町避難所運営マニュア 

ル」を策定している。 

〇今後は、避難所における疫病・感染症の 

発生・まん延を防止するため、大阪府避 

難所運営マニュアル作成指針（新型コロ 

ナウイルス感染症対応編）に基づき、衛 

生・防疫体制の確立・強化を示した内容 

の「避難所運営マニュアル」の策定につ 

いて検討を進める。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町避難所運営マニュアル 

 

③下水道（汚水）施設の整備及び老朽化対策の推進【下水道課】 

取 

組 

・未普及地域の下水道管整備を引き続き実施する。 

・災害発生時においても、公衆衛生の保全及びトイレの使用環境の確保ができる

よう、ストックマネジメント計画に基づき、既設下水道管の老朽化対策を図る。 

現 状 目 標 

〇公共下水道（汚水）の未普及地域への整 

備を進めている。（令和元年度末普及率 

97.2％） 

〇令和元年度に「忠岡町下水道ストックマ 

ネジメント計画」を策定。 

〇今後も引き続き未普及地域への整備を進 

める。（令和 17年度普及率 100％目標） 

〇「忠岡町下水道ストックマネジメント計 

画」に基づき、既設下水道管（汚水）の計 

画的な更新及び長寿命化対策を進める。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

忠岡町公共下水道事業計画 

忠岡町下水道ストックマネジメント計画 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

④生活ごみの適正処理【生活環境課】 

取 

組 

・災害発生時に、被災地域の衛生状態を維持するため、忠岡町クリーンセンター 

が被害を受けた場合でも、広域的な応援要請等を行い、生活ごみの処理が適正 

に行われるよう他市町及び関係機関との連携体制の充実を図る。 

現 状 目 標 

〇泉州 9 市 3 町及び 4 つの一部事務組合と

衛生状態を維持するため、「一般廃棄物

（ごみ）処理に係る相互支援基本協定」

を締結している。（25年 3月） 

〇災害発生時に、被災地域の衛生状態を維 

持するため、生活ごみの処理が適正に行 

われるよう、近隣自治体との協定締結の 

拡充に努める。 
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関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑤ご遺体の適切処置【住民課】 

取 

組 

・他市町等との連携により、広域火葬体制を確保するとともに、亡くなられた方 

の尊厳を確保した遺体の処理、火葬等が行われるよう、葬祭関係団体との連携 

を図る。 

現 状 目 標 

〇本町において遺体の処理、火葬等の実施 

が困難な場合、大阪府が作成する「広域 

火葬計画」に基づき、大阪府に対して必 

要な措置を要請することとしている。 

〇必要に応じて民間の葬儀社と連携し、遺 

体の処理やドライアイス等の遺体の安置 

に必要な資器材の確保、遺体保管・運搬 

体制の整備及び棺の確保に努めることと 

している。 

〇他市町との連携による、広域火葬体制の 

確保に努める。 

〇遺体の処理や遺体の安置等に必要な資器 

材の確保、運搬体制の整備等について、 

民間の葬儀関係団体との協定の締結に努 

める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

２－５ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の 

悪化・死者の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①避難所の確保と運営体制の充実【自治政策課・健康こども課】 

取 

組 

・災害発生時における避難所の指定を行い、住民に対する周知に努めるとともに 

「避難所運営マニュアル」に基づき、避難者の生活を支援するため、良好な生 

活環境を確保した避難所運営体制の整備を図る。 

現 状 目 標 

〇指定避難所（9箇所） 

〇一時避難場所（19箇所） 

〇津波避難ビルとして町内施設 4箇所と協 

定を締結している。 

〇「忠岡町避難所運営マニュアル」に基づ 

き、町防災訓練等において、自主防災組 

織に対して避難所設営訓練を行ってい 

〇地域住民・避難者自らが主体的・効果的 

に避難所の開設・運営ができるよう、今 

後も引き続き自主防災組織及び町職員に 

対する訓練等を実施する。 
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る。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

忠岡町避難所運営マニュアル 

忠岡町職員災害初動マニュアル 

忠岡町の都市計画に関する基本的な方針 

 

②福祉避難所の確保【自治政策課・高齢介護課・地域福祉課】 

取 

組 

・災害発生後に居宅、一般の避難所等では自立的生活や適切な対応が確保できな 

い要配慮者の避難生活を支援するため福祉避難所を確保するとともに、事業者 

との連携強化により受け入れ体制の整備の支援を図る。 

現 状 目 標 

〇災害発生後に居宅、一般の避難所等では 

適切な対応が確保できない要配慮者の避 

難生活を支援するため、福祉避難所とし 

て、町内福祉事業者（15箇所）と協定を 

締結している。 

〇今後は、事業者との連携強化による具体 

的な受け入れ体制等を定めた「福祉避難 

所運営マニュアル」の策定に努める。 

関連計画 

忠岡町地域防災計画 

忠岡町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

忠岡町障がい者計画 

 

③被災者の巡回健康相談等体制の充実【健康こども課】 

取 

組 

・府や関係機関との連携を図り、避難所、福祉避難所、応急仮設住宅等などにお 

 いて、医師、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等 

 の実施体制を確保する。 

現 状 目 標 

〇地域の歯科医師会・薬剤師会とは、町と 

「災害時における医療救護活動に関する 

協定」を締結している。（令和元年 12月） 

〇保健医療関係者との連携 

〇保健師を対象とした健康危機管理研修等 

へ参加している。 

〇巡回健康相談等実施体制を検討・確保す 

る。 

〇和泉保健所等と連携して、ケアを行う人 

材の養成や相談体制の充実に努める。 

〇引き続き、災害時における健康相談等に 

関する研修会へ参加する。 

関連計画 
忠岡町地域防災計画 

忠岡町地域福祉計画・地域福祉活動計画 
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④災害時における福祉専門職員等（災害派遣福祉チーム等）の受け入れ体制の充実【高 

齢介護課・地域福祉課】 

取 

組 

・災害発生後に、被災した住民の福祉ニーズに対応できるよう、「大阪府災害福 

祉広域支援ネットワーク」との連携によって、受け入れ調整等を行うための体 

制整備を図る。 

現 状 目 標 

〇受援体制の検討を行っている。 

 

〇ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）による 

福祉専門職等受入れ体制の確保を図る。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑤災害ボランティアの充実【地域福祉課】 

取 

組 

・忠岡町社会福祉協議会と連携し、被災者支援等に活躍いただけるボランティア 

の事前登録の充実の支援を図る。 

現 状 目 標 

〇忠岡町社会福祉協議会と「災害時のボラ 

ンティアセンターの設置及び運営」につ 

いて連携、協力すること等について定め 

た協定を締結している。（平成 25年 4月） 

〇本町防災訓練時に、忠岡町社会福祉協議 

会がボランティアの登録を行っている。 

〇今後においても、忠岡町社会福祉協議会

と連携し、被災者支援等に活躍いただけ

るボランティアの事前登録の充実の支援

を図る。 

〇また、ボランティアによる防災活動が災

害時において果たす役割の重要性を踏ま

え、ボランティアの活動内容・活動場所

の充実が図れるよう支援を図る。 

関連計画 忠岡町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 

⑥小中学校トイレの安全衛生対策の推進【教育みらい課】 

取 

組 

・避難所になる小中学校のトイレについて、災害時等に住民や利用者が安全で衛 

生的に使用できるよう、トイレの洋式化や多目的トイレの設置を計画的に推進 

する。 

現 状 目 標 

〇小中学校のトイレの洋式化については、 

順次進めている。 

〇多目的トイレについては、町立小中学校 

3校中 2校に設置している。 

〇洋式化が進んでいない小中学校のトイレ 

については、順次、洋式化を進めていく。 

〇多目的トイレの設置については、スペー 

スの問題や、躯体に影響を及ぼす可能性 

があるため、校舎の大規模改修時に設置 
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の可否について検討する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑦小中学校体育館の避難所としての機能整備の推進【学校教育課・教育みらい課】 

取 

組 

・避難所になる小中学校体育館について、災害時の避難所としての環境改善を図 

るため、空調設備の設置を検討する。 

現 状 目 標 

〇避難所となる小中学校の体育館には空調 

設備がない。 

 

〇小中学校の体育館については、長寿命化 

も含め空調設備の設置について検討す 

る。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑧愛玩動物の収容対策【生活環境課・自治政策課】 

取 

組 
・避難所におけるペットの取扱いについて検討する。 

現 状 目 標 

― 

〇今後、避難所の在り方や運営マニュアル 

の見直しを図る中で、ペットの同行避難 

の在り方についても検討する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑨応急仮設住宅の早期供給体制の整備【自治政策課・建設課】 

取 

組 

・被災者の避難生活を支援するため、被災者が恒久住宅に移行するまでに必要と

見込まれる応急仮設住宅について、大阪府と連携して建設候補地の確保を図る

とともに「みなし仮設」となる民間住宅等の借上げについて検討する。 

現 状 目 標 

― 

〇大阪府と連携し、応急仮設住宅の建設候

補地の確保を図るとともに「みなし仮設」

となる民間住宅等の借上げについて検討

する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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（起きてはならない最悪の事態） 

２－６ 想定を超える大量の帰宅困難者の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①帰宅困難者対策の推進【自治政策課・産業振興課】 

取 

組 

・町内で就業する事業者、雇用者の安全確保のため、一斉帰宅の抑制により事業 

 所にとどまった利用者や従業員等を安全に帰宅させるための帰宅支援に関する 

対策を検討する。 

現 状 目 標 

― 

〇事業所における一斉帰宅の抑制対策ガイ

ドライン（大阪府・平成 26年度）の周知

を図るとともに、一斉帰宅の抑制ガイド

ラインを踏まえた、事業所における実行

計画策定主要事業所等における帰宅困難

者対策マニュアル等の作成の啓発を行

う。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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（基本目標） 

３．必要不可欠な行政機能は確保する 

（起きてはならない最悪の事態） 

３－１ 被災による役場機能の大幅な低下 

（具体的な施策の取組方針） 

①町役場等の防災中枢施設整備の推進【総務課・施設担当課】 

取 

組 

・町役場を含む指定避難所等の公共施設の電気設備及び空調等設備を整備し適正 

に管理する。 

現 状 目 標 

〇現在、災害対策本部について、役場庁舎 

5階の特別会議室を活用することとして 

いる。 

〇また、代替施設については、消防署また 

は忠岡町文化会館を選定することとして 

いる。 

〇大阪府電気工事工業組合岸和田支部及び 

大阪府電気工事工業組合と災害時におけ 

る町が設置する施設の電気設備に関する 

応急対策業務の実施について協力要請が 

できるよう、「災害時における応急対策業 

務に関する協定」を締結している。（平成 

26年 8月、平成 28年 12月） 

〇これらの防災中枢施設の電力のバックア 

ップ対策、自家発電設備等の充実に努め 

るとともに、十分な期間の発電が可能と 

なるよう燃料の備蓄等にも努める。 

 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②災害時の職員初動体制の向上【自治政策課】 

取 

組 

・「忠岡町職員災害初動マニュアル」をもとに職員訓練を実施し、危機管理体制の 

強化を図る。 

現 状 目 標 

〇災害時において、災害対策本部の構成員 

である職員一人ひとりに、応急的にとる 

べき行動や防災活動の基本的な知識を身 

につけるため、「忠岡町職員災害初動マニ 

ュアル」を作成している。 

〇災害時に各職員が迅速かつ的確な初動対 

応が行えるよう、「忠岡町職員災害初動マ 

ニュアル」に基づき、研修・訓練を定期的 

に実施する。 
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関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

③防災情報の収集・伝達【自治政策課・人権広報課】 

取 

組 

・防災行政無線、災害時優先電話、災害対策本部電話回線等を確保しているが、 

今後は、各通信機器使用法の周知とともに、通信手段の充実を図る。 

現 状 目 標 

〇防災行政無線（固定系）整備 

〇全国瞬時警報システム（Jアラート）整 

 備 

〇防災無線（移動系）6台整備 

〇災害時優先電話（4回線）整備 

〇各通信機器の使用方法の周知を図るとと 

もに、機器の適正管理に努める。 

〇通信手段の充実に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

④メディアとの連携強化等による伝達手段の多重化・多様化【自治政策課・人権広報課】 

取 

組 

・災害発生時に、防災情報を迅速かつ的確に収集し、住民に正確に伝えられるよ 

うメディアとの連携体制の充実強化を図るとともに、Lアラート、防災情報サ 

ービス、SNS等を活用する。 

現 状 目 標 

〇株式会社テレビ岸和田と災害に関する情

報を住民に迅速かつ正確に伝えることを

目的とした「災害時における災害情報等

の放送に関する協定」を締結している。

（平成 28年 4月） 

〇株式会社 FM 泉大津と災害に関する情報

を住民に円滑に提供することを目的とし

た「災害時における放送要請等に関する

協定」を締結している。（令和 2年 4月） 

〇災害に関する情報提供も含めた「忠岡町

LINE公式アカウント登録」を開始。 

（令和 2年 7月） 

〇気象・地震や災害発生時の被害・避難情 

報と幅広い防災情報を提供するポータル 

サイトである大阪府防災情報システム 

（おおさか防災ネット）を活用している。 

〇ソーシャルネットワークサービス（SNS）

媒体を利用した伝達手段の多様化を検討

する。 

〇災害情報共有システム（Lアラート）の導

入を検討する。 
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関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

⑤業務継続計画及び復興計画の策定【全課】 

取 

組 

・「忠岡町業務継続計画」について、災害に関する最新知見などを踏まえ適宜見直 

しを行い、災害応急対策業務及び通常業務の継続体制の充実を図る。 

・大阪府が作成する被災者の生活、被災したまちを迅速に再建・回復するための 

復興計画策定マニュアルなどを踏まえ、今後、復興計画策定に向けた検討を進 

める。 

現 状 目 標 

〇大規模災害の発生により行政機能が著し 

く低下する中であっても、迅速かつ適切 

に災害応急対策を開始し、早期の復旧を 

目指すための「忠岡町業務継続計画」を 

策定している。 

〇「忠岡町業務継続計画」について、災害に 

関する最新知見などを踏まえ適宜見直し 

を行い、災害応急対策業務及び通常業務 

の継続体制の充実を図る。 

〇今後は、大阪府が作成する被災者の生活、

被災したまちを迅速に再建・回復するた

めの復興計画策定マニュアルなどを踏ま

え、本町の復興計画策定に向けた検討を

進める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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（基本目標） 

４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

（起きてはならない最悪の事態） 

４－１ 防災・災害対応に必要なインフラの麻痺・機能停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①町役場等の防災中枢施設整備の推進【総務課・施設担当課】（内容は３－１①に記載） 

 

②防災情報の収集・伝達【自治政策課・人権広報課】（内容は３－１③に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

４－２ テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①メディアとの連携強化等による伝達手段の多重化・多様化【自治政策課・人権広報課】

（内容は３－１④に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

４－３ 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、 

避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①住民の防災意識の向上【自治政策課】 

取 

組 

・住民の防災意識の向上を図るため、防災に関する講演会、出前講座、防災訓練 

等を引き続き実施する。 

現 状 目 標 

〇住民が、災害に対する備えを心がけ、災 

害時において自発的な防災活動を行える 

よう、災害等に関する知識、災害への備 

え等、防災意識の向上を図るため、住民 

参加の防災訓練、防災に関する講演会、 

出前講座等を実施している。 

〇今後も引き続き、住民の防災意識の向上 

に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②学校における児童生徒等の防災意識の向上【学校教育課】 

取 

組 

・児童、生徒等が自ら命を守る行動をとることができるよう、避難訓練等を引き 

続き実施する。 
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現 状 目 標 

〇地震や大雨等による非常変災に対応する 

べく、小中学校において策定する学校安 

全計画や学校防災マニュアルに基づき、

児童・生徒に対する防災教育の充実を図

るとともに、防災訓練を年間指導計画に

位置付け、1年間の中で計画的に実施し、

災害時における避難体制の確立に向け取

組んでいる。 

〇今後も引き続き、児童生徒等の防災意識 

の向上に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

③地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援【自治政策課】（内容は１－１⑦に

記載） 

 

④避難行動要支援者の支援体制整備【自治政策課・高齢介護課・地域福祉課】（内容は１－

１⑧に記載） 

 

⑤的確な避難勧告等の判断・伝達【自治政策課・人権広報課】（内容は１－２③に記載） 
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（基本目標） 

５．経済活動を機能不全に陥らせない 

（起きてはならない最悪の事態） 

５－１ サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

（具体的な施策の取組方針） 

①町内企業における事業継続計画（BCP）等の作成【産業振興課・自治政策課】 

取 

組 
・町内事業所等に対し事業継続計画を策定するよう周知を行う。 

現 状 目 標 

〇町内事業者に対し、町の防災訓練への参 

加の呼びかけを行っている。 

〇災害発生後の町内事業者における事業の 

維持や早期復旧が可能となるよう、本町 

商工会と連携し、「事業継続力強化支援計 

画」の策定を促すとともに、円滑な策定 

を支援するための助言や情報提供を行 

う。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

５－２ 産業施設の損壊、火災、爆発等 

（具体的な施策の取組方針） 

①産業施設の防災対策【消防本部・産業振興課・自治政策課】 

取 

組 
・町内事業者における、各種対策の実施を促進する。 

現 状 目 標 

〇事業所に対して、消防訓練の指導を実施

している。 

〇年 1回、防災講演会を開催している。 

〇危険物施設、指定可燃物を貯蔵し取扱う

施設及び高圧ガス施設への立入検査を実

施し、法令上の技術基準に適合するよう

指導している。 

〇今後も引き続き、講演会等を開催し、事

業所に対する防災教育の充実に努める。 

〇事業所に対して、消防訓練を実施し、防

災体制の強化に努める。 
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〇毒物・劇物を保有する施設及び保有量を

確認している。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

５－３ 食料等の安定供給の停滞 

（具体的な施策の取組方針） 

①広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

②食料や燃料等の備蓄及び集配体制の充実【自治政策課】（内容は２－１④に記載） 

 

③物資支援に係る協定の充実【自治政策課】（内容は２－１⑤に記載） 

 

④水道の早期復旧及び飲料水の確保【自治政策課】（内容は２－１⑥に記載） 
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（基本目標） 

６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小 

限に留めるとともに、早期に復旧させる 

（起きてはならない最悪の事態） 

６－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給・LPガスサプ 

   ライチェーン等の長期間ににわたる機能の停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①ライフラインの確保等【自治政策課】 

取 

組 

・大規模自然災害が発生した場合でも、迅速かつ的確な応急復旧を行えるよう、 

ライフライン関係事業者等との連携強化に努める。 

現 状 目 標 

〇大阪ガス株式会社南部導管部と、大規模 

災害が発生し、都市ガス供給を停止した 

住民への、都市ガスの復旧についての円 

滑な情報を提供することを定めた、「災害 

時における情報提供に関する協定」を締 

結している。（平成 30年 12月） 

〇一般社団法人大阪府ＬＰガス協会岸和田 

支部と、災害時におけるＬＰガス等の供 

給に関する協力要請について定めた「災 

害時におけるＬＰガス等の供給協力に関 

する協定」を締結している。（平成 27 年

12月） 

〇大阪府電気工事工業組合岸和田支部及び 

大阪府電気工事工業組合と災害時におけ 

る町が設置する施設の電気設備に関する 

応急対策業務の実施について協力要請が 

できるよう、「災害時における応急対策業 

務に関する協定」を締結している。（平成 

26年 8月、平成 28年 12月） 

〇関西電力株式会社・大阪ガス株式会社・ 

西日本電信電話株式会社・大阪広域水道 

企業団と、災害時の情報連絡体制の確立・ 

強化を行うとともに、障害物除去に関す 

る事前協議や優先復旧施設の考え方を相 

互確認するなど、連携強化に取組む。 

〇町内ガソリンスタンドと、災害時の石油 

等の供給協力に関する協定の締結に努め 

る。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 
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（起きてはならない最悪の事態） 

６－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①水道の早期復旧及び飲料水の確保【自治政策課】（内容は２－１⑥に記載） 

 

②生活用水の確保【自治政策課】（内容は２－１⑦に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

６－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①下水道（汚水）施設の整備及び老朽化対策の推進【下水道課】（内容は２－４③に記載） 

 

②し尿及び浄化槽汚泥の適正処理【生活環境課・自治政策課】 

取 

組 

・町域におけるし尿等が適正に処理できるよう関係市町及び関係団体等との連携 

体制の充実に努める。 

・避難所における衛生環境に備え、簡易トイレ等の備蓄に努める。 

現 状 目 標 

〇泉州 8 市 3 町及び 2 つの一部事務組合と

し尿等を適正に処理するため、「し尿及び

浄化槽汚泥の処理に係る相互支援基本協

定」を締結している。（25年 3月） 

〇町域におけるし尿等が適正に処理できる 

よう、広域的な支援の要請・調整に向け、 

関係機関等との連携体制の確保に努め 

る。 

 

 

 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

③生活ごみの適正処理【生活環境課】（内容は２－４④に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

６－４ 交通インフラの長期間にわたる機能停止 

（具体的な施策の取組方針） 

①広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

②迅速な道路啓開の実施【建設課】（内容は２－１②に記載） 
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（基本目標） 

７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

（起きてはならない最悪の事態） 

７－１ 地震に伴う市街地の大規模火災による多数の死傷者の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①常備消防力（消火・救急・救助）等の向上【消防本部】（内容は１－１⑤に記載） 

 

②消防団資器材の充実及び活動強化【消防本部】（内容は１－１⑥に記載） 

 

③建築物の不燃化の促進【建設課】（内容は１－１⑩に記載） 

 

④民間住宅・建築物の耐震物の耐震化の促進及びブロック塀等の撤去の促進【建設課・ 

自治政策課】（内容は１－１②に記載） 

 

⑤空き家対策の推進【建設課・消防本部・生活環境課】（内容は１－１④に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

７－２ 沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺 

（具体的な施策の取組方針） 

①広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

②迅速な道路啓開の実施【建設課】（内容は２－１②に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

７－３ 農地等の荒廃による被害の拡大 

（具体的な施策の取組方針） 

①鳥獣被害防止対策の推進【産業振興課】 

取 

組 

・鳥獣被害による耕作放棄地の発生など、農地の多面的機能の低下を防ぐための 

対策を推進する。 

現 状 目 標 

― 

〇鳥獣被害による耕作放棄地の発生など、

農地の多面的機能の低下を防ぐための対

策を推進する。 

関連計画 ― 
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（起きてはならない最悪の事態） 

７－４ ため池の損壊・機能不全による二次災害の発生 

（具体的な施策の取組方針） 

①ため池の防災・減災対策の推進【産業振興課】（内容は１－３③に記載） 
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（基本目標） 

８．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

（起きてはならない最悪の事態） 

８－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる 

事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①災害廃棄物の適正処理【生活環境課】 

取 

組 

・災害廃棄物発生量の推計、仮置き場の選定、処理方法等について具体的に定め 

た、「忠岡町災害廃棄物処理計画」を策定する。 

現 状 目 標 

 

― 

 

〇仮置場の確保に努めるとともに、災害廃 

棄物発生量の推計、仮置き場の選定、処 

理方法等について具体的に定めた、「忠岡 

町災害廃棄物処理計画」を策定する。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

②一般廃棄物処理業者等との協定【生活環境課】 

取 

組 

・一般廃棄物処理業者等と災害廃棄物の収集・運搬・処分等に関する協定の締結 

に努める。 

現 状 目 標 

〇大栄環境株式会社と災害廃棄物の処理を

するため「災害廃棄物等の処理に関する

基本協定」を締結している。(元年 11月) 

〇町内３事業者との協定の締結に努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

８－２ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、 

   地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①被災民間住宅・宅地の危険度判定体制の整備【建設課・税務課・自治政策課】（内容 

は１－１⑨に記載） 

 

②業務継続計画及び復興計画の策定【全課】（内容は３－１⑤に記載） 
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（起きてはならない最悪の事態） 

８－３ 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援【自治政策課・消防本部】（内容は１

－１⑦に記載） 

 

②地域の安全確保【自治政策課・人権広報課】 

取 

組 

・災害発生後の地域の安全確保のため、見回り活動を行う。 

・災害に便乗した犯罪の被害防止に関する情報等、地域安全情報を警察等から収 

集し、地域に提供を行い、地域の安全を確保する。 

現 状 目 標 

〇泉大津警察署、町防犯委員会と連携し、

被災地及びその周辺に対し、パトロール

及び生活の安全に関する情報等の提供を

行い、地域の安全確保に努めるとともに、

災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防

止に努めることとしている。 

 

〇今後も引き続き泉大津警察署、町防犯委 

員会と連携を図り、災害発生後の地域の 

安全確保のため、見回り活動を行う。 

〇災害に便乗した犯罪の被害防止に関する 

情報等、地域安全情報を警察等から収集 

し、地域に提供を行い、地域の安全を確 

保するよう努める。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

８－４ 道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

（具体的な施策の取組方針） 

①広域緊急交通路等の通行機能の確保【建設課】（内容は２－１①に記載） 

 

②迅速な道路啓開の実施【建設課】（内容は２－１②に記載） 

 

（起きてはならない最悪の事態） 

８－５ 風評被害による地域経済等への甚大な影響 

（具体的な施策の取組方針） 

①正しい情報発信【自治政策課・人権広報課】 

取 

組 

・災害発生後に、風評被害が拡散しないよう、正確な情報を収集し、迅速に正し 

い情報を発信することができるよう体制を講じる。 

現 状 目 標 
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〇大阪府及び防災関係機関と連携して、流 

言飛語の防止に努めるなど、被災地域に 

おける社会秩序の維持を図ることとして 

いる。 

〇災害発生後に、風評被害が拡散しないよ 

う、正確な情報を収集し、迅速に正しい 

情報を発信することができるよう努め

る。 

関連計画 忠岡町地域防災計画 

 


